
化学物質の総合安全
対策については、１９９２
年に国連環境開発会議
（UNCED）で採択さ
れ、同年の国連総会で
も決議されたアジェン
ダ２１の中に、化学物質
の分類と表示の統一が
取り上げられています。
消防法の危険物につ
いては、ILO（国際労働機関）とUNCETDG（国
連危険物輸送専門家委員会）が合同で検討を進
めており、この中で、引火性液体については、
危険物として取り扱われるのは、引火点９３℃以
下のものとすることが、委員会レベルで決めら
れました。今後、国連総会で決議される予定に
なっています。当初の予定では２０００年にこの事
業を実施に移す予定でしたが、数年遅れる見通
しとされています。なお、今回の検討は、化学
物質の貯蔵取扱時も対象としたものです。
これまで、危険物の輸送については、�危険
物輸送に関する国連勧告�において、６０．５℃が
引火点の上限とされています。消防法では、運
搬容器の基準について、危険物の貯蔵・取扱に
係る規制との調和を図りつつ、基本的にはこの
勧告基準との整合化を図っています。
現行の消防法においては、引火性液体につい
ては、引火点の上限は定められていませんので、
植物油（引火点３００℃程度）であっても危険物

とされています。
一方、規制緩和推進
計画において�現行消
防法における引火性液
体の規定について、高
引火点危険物に係る引
火点、燃焼継続性等の
物質の特性及び漏洩に
伴う火災を含む事故発
生のメカニズム並びに

動植物油類に係る屋外貯蔵タンクの構造基準の
あり方等を総合的に勘案するとともに産業界関
係者の意見を踏まえつつ、安全性を損なわない
ことを前提として検討する�とされ、平成９年
度から平成１１年度まで検討して、結論を得るこ
ととされています。
ここでは、具体的に、引火性液体の危険物に
引火点の上限を設けるかどうか、高引火点危険
物を貯蔵・取扱う危険物施設の技術基準が現状
のままでよいかがポイントになっています。
この課題については、こういった国際基準と
の整合化に配慮しつつも、整合化を図れない事
項については、科学的な根拠を実験等によって
明確にしていくとともに、これまでの事故事例
の分析、地震が多い等の日本の特殊事情、諸外
国で規制以外の保険等の社会システムでどのよ
うに安全が確保されているか等の調査を行った
上で、総合的な見地から検討を進めているとこ
ろです。
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財政構造改革を踏まえた平成１０年度の国の予

算は、暫定予算を経て４月８日に成立したとこ

ろですが、一方で最近の経済情勢は、家計や企

業の景況感が悪化したことを背景に、景気は停

滞し、一層厳しさを増している状況にあること

から、政府は、こうした経済状況に対応し、我

が国経済を力強い回復軌道に乗せ、我が国経済

に対する内外の信頼を回復するため、全体規模

で１６兆円を超え、国・地方の財政負担が１２兆円

規模となる過去最大の総合経済対策を５月１１日

の臨時閣議において決定し、直ちに補正予算案、

赤字国債発行を弾力化する財政構造改革法改正

案、特別減税臨時措置法・租税特別措置法改正

案が国会に提出されたところです（６月１７日成

立）。

本補正予算案のうち一般会計予算では、２１世

紀を見据えた社会資本の整備の一環として、環

境・新エネルギー特別対策費７，８４９億円、情報

通信高度化・科学技術振興特別対策費８，２６５億

円、福祉・医療・教育特別対策費５，２３８億円、

物流効率化特別対策費４，３３０億円、緊急防災特

別対策費４，３１７億円、中心市街地活性化等民間

投資誘発特別対策費４，００３億円、災害復旧等事

業費１，７０２億円が計上され、また、最近の経済

金融情勢等にかんがみ、土地流動化対策費４，１３５

億円、中小企業等特別対策費等２，９７２億円等を

計上するほか、アジア諸国の経済安定化等に必

要な経費３００億円等、総額４兆６，４５５億円が計上

されています。

このうち、消防庁所管分としては、�情報通
信高度化・科学技術振興特別対策費�及び�福
祉・医療・教育特別対策費�として総額７４億円
を計上しています。その具体的内容は次のとお

りですが、特に消防補助金については、来年度

以降一層厳しくなることが見込まれることから、

各地方公共団体においては、今回の補正予算も

積極的に活用し、事業の前倒し執行に取り組ん

でいくことが望まれるところです。

［消防庁］

１ 消防補助金 １５億円

補正後予算額は２０３億円（当初１８８億円）とな

り、前年度当初予算額並みの規模を確保。

＜福祉・医療＞

・救急業務高度化資機材緊急整備事業

７億５千万円

高齢化の進展に伴い、今後増加していくであ

ろう高齢者の救急搬送等について、救急救命

士によるプレホスピタルケアが十分行える体

制を整備するため、高規格救急自動車（８５

台）を整備する。

＜科学技術＞

・緊急消防援助隊関係資機材等整備 ５億円

機械工学、電子工学等の技術を取り入れた災

害対応特殊救急自動車（２６台）及び高度探査

装置（４台）を整備する。

＜情報通信＞

・防災無線 ２億５千万円

災害情報の収集・伝達体制を充実強化すると

いう喫緊の課題に対応しながら、地域の高度

情報化を推進するため、防災無線（８箇所）

を整備する。

＜情報通信＞

２ 消防防災活動に係る広域地図検索システム

の開発に関する調査研究 ２億３千万円

大規模災害時における広域応援の際に、水利

や危険物施設の所在をはじめとする被災地域

の地理情報を受援側消防機関が応援側消防機

平成１０年度消防庁補正予算の概要について

総 務 課
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関に迅速正確に提供できるよう、広域地図検

索システム開発のための調査研究、実証実験

を行う。

［消防大学校］

＜情報通信＞

３ 情報通信の高度化等に対応した大規模災害

対応訓練施設等整備 ４２億円

情報通信の高度化に対応した大規模災害対応

訓練施設等を整備し、大規模災害、特殊災害

等に対する実践的かつ総合的な教育訓練がで

きるよう消防大学校本館の建替えを行う。

［消防研究所］

＜科学技術＞

４ 消防防災に関する研究基盤の充実強化

１４億７千万円

災害の複雑多様化に対応するため消防研究所

の火災実験棟に高度な処理能力を有する排煙

処理設備を整備するとともに、消火ロボット

実験研究装置等各種研究用機器を整備する。

総額 ７４億円

１ はじめに

消防・防災ヘリコプターの救急業務への活

用については、平成８年度にそのシステムの

構築のために必要な課題を検討するため、�ヘ
リコプターによる救急システム検討委員会�
が設置され、システムの必要性、運用主体、

出動基準、出動までの手順、医療機関等との

連携、臨時離着陸場等について検討が行われ、

同年１２月に報告書（以下�前報告書�とい
う。）がとりまとめられました。それ以降、

消防・防災ヘリコプターは急速な整備が進み、

平成９年度末には６３機が全国に配備され、未

配備都道府県域が７のみとなり、ほぼ全国的

な配備が整っています。平成９年度において

は、前報告書の内容を、実際に運用する場合

の問題点等について検討を行いました。

また、前報告書の中で�ヘリコプターによ
る傷病者の救急搬送についても、標準的な救

急業務として、法令上も位置づける必要があ

る。�とされたことを受けて、消防法施行令
第４４条�救急隊の編成及び装備の基準�の中
に�回転翼航空機による救急隊�が位置付け
られました。これらを受けて、本委員会の報

告書は、前報告書に更なる検討を加えたもの

であり、前報告書の改訂版として位置付けら

れるものです。

２ 報告書の概要

' システムの必要性

国民のヘリコプターによる救急システム

に対する期待は大きく、特に救急自動車と

の接続等による救急業務の連続性という観

点から、消防・防災ヘリコプターによる救

急システムの整備・充実が求められていま

す。

このような状況下の中で、消防法施行令

が改正され、現に行われているヘリコプタ

ーによる救急搬送が消防法上の緊急通行権、

救急業務協力要求、協力した者の災害補償

等の法的効果を発生させることが明確にな

りました。

今回の消防法施行令改正の趣旨は、消防

・防災機関が、ヘリコプターの特性を活か

し、救急業務にさらに有効活用することで

す。この改正を機に、改正の趣旨をよく理

解した上で、積極的にヘリコプターによる

救急搬送を行うことが求められています。

ヘリコプターによる救急システムの推進にに関する検討委

員会報告書について

救急救助課
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( 運用主体

消防・防災ヘリコプターによる救急搬送

が、法令上位置付けられたことから、市町

村の業務であることが明確になりました。

また、道県の消防・防災航空隊の隊員は、

当該道県内の各消防本部から派遣されてい

るため同一消防機関に属さない隊員によっ

て救急隊が編成されることも考えられます。

その際の救急業務については、消防の広域

応援による活動として整理することができ

ます。道県の消防・防災ヘリコプターの応

援協定には、�応援要請に基づき隊員が消
防活動に従事する場合には、発災市町村長

から隊員を派遣している市町村長に対して、

県内消防相互応援協定の規定に基づく応援

要請があったものとみなす。�との規定が
整備されています。

) 出動基準

ア 現場到着時間又は医療機関への搬送時

間を著しく短縮でき、傷病者の救命効果

又はその後の回復に大きな影響を与える

と判断した場合

イ 早期に医師・救急救命士等を災害現場

に搬送することにより、救命効果が期待

できると判断した場合

各都道府県等は、上記の原則的基準を

参考に、地理的条件、ヘリコプターの活

用状況、医療機関の状況等その地域の特

性に応じた判断基準を策定し、県内の各

消防本部等をはじめ周知を図る必要があ

ります。

* 必要な体制の整備

ア 救急隊員の搭乗

消防法施行令第４４条に規定されたとお

り、救急隊員２名以上をもって行うこと

が必要です。この救急隊員は、ヘリコプ

ターの運航等に関する基本的事項につい

て理解していることが望ましい。また、

救急隊員のうち少なくとも１人は、救急

救命士であることが望まれます。

イ 医師の同乗

努めて医師の搭乗を確保して搬送する

体制を常に確保している方が望ましいが、

少なくとも傷病者の状況等に応じて、迅

速にヘリコプターへの医師の同乗が行え

るような体制を整備しておくことが重要

です。

ウ 航空救急隊員の養成

ヘリコプターに搭乗する救急隊員につ

いては、ヘリコプターの運航上の必要な

基本的知識や飛行環境が傷病者に与える

影響等について十分に理解した上で、機

内での救急活動ができるよう教育訓練を

実施する必要があります。

+ 救急搬送訓練の実施

消防、医療関係者等がヘリコプターによ

る救急業務に習熟してくるまでの間は、ヘ

リコプター搬送の特性、手続き等を関係者

がよく理解する必要があります。特に、ヘ

リコプターの爆音やローターが巻き起こす

風圧等の下での行動、ヘリコプターからの

傷病者引継要領等について実践的な訓練を

行っておく必要があります。

, 飛行中の応急処置等のあり方

飛行中の応急処置等については、ヘリコ

プターによる救急搬送という特性から、傷

病者の管理における留意事項及び積載資器

材の効率的な活用等について、航空関係者、

医師、救急救命士等からの意見を参考とし

て、マニュアル化を検討しておく必要があ

ります。

- 救急資器材の積載

消防法施行令第４４条第２項において、回

転翼航空機には�傷病者を搬送するに適し
た設備をするとともに、救急業務を実施す

るために必要な器具及び材料を備え付けな

ければならない�こととされました。消防
・防災ヘリコプターを救急業務に利用する

場合に備えておくべき資器材については、

高規格救急自動車に積載している救急資器
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材と同様のものを積載することが基本にな

ると考えられますが、出動時には、傷病者

に応じ飛行環境（気圧・音・振動等）の影

響や限られた空間等の条件を考慮した救急

資器材を選定して出動する必要があります。

３ おわりに

本報告書は、今後さらに活発に行われるで

あろうヘリコプターによる救急搬送の手引き

として参考となる報告書を目指したものであ

り、今後時代の進展等を踏まえ、常に改訂し

ていく必要があります。

また、ヘリコプターを保有する各団体が、

本報告書に基づき、それぞれの実情に見合っ

たマニュアル等を作成し、ヘリコプター救急

の実績を上げることによって、ヘリコプター

による救急システムがさらに向上することが

期待されています。

１ はじめに

消防機関が行う救助活動は、年々増加する

とともに複雑多様化し、また、近年では阪神

・淡路大震災、地下鉄サリン事件などといっ

た大規模で特殊な災害事故が頻発するなど、

対応すべき救助活動事象も広範多岐に及んで

います。

救助活動を迅速、的確に行うためには、救

助隊の装備する救助資機材の充実はもとより、

救助資機材を取り扱う救助隊員の技術の向上

を図る必要があります。

これらのことから消防庁では、救助技術の

高度化を実現するための具体的推進方策につ

いて検討するため、新たに�救助技術の高度
化等検討委員会�を設置しました。以下その
概要について紹介いたします。

２ 検討課題

�救助隊員の高度化等を推進するための具
体的方策について�及び�各種救助事故事例
の収集分析と災害別救助活動要領の見直し等

について�の２テーマを主な検討課題とし、
そのうち平成９年度は�救助隊員の高度化等
を推進するための具体的方策について�の検
討を行いました。

３ 検討項目及び検討結果

' 消防学校における救助科教育の教科目等

の見直しについて

阪神・淡路大震災の教訓から救助隊に新

たな多くの救助資機材が装備されることと

なり、その取扱いを含めた救助隊員の教育

・充実強化の面から、救助科教育の教科目

等についての検討を行い、現行の１４６時間

以上の枠組みの中で、新たな教科目を取り

入れるべきだとしました。

( 水難救助及び山岳救助に係る教育につい

て

地域の特性や消防機関の活動体制の整備

状況を考慮したうえで、特別教育を実施す

る必要性があるとされました。

) 救助シンポジウム（仮称）について

救助技術の高度化を目指すため、シンポ

ジウム開催の必要性、内容等について検討

し、平成１０年秋に実施することとしました。

４ 平成１０年度の検討事項

平成１０年度は、救助シンポジウム開催に伴

う検討及び検討課題のひとつである�各種救
助の事故事例の収集分析と災害別救助活動要

領の見直し等について�の検討を行います。

平成９年度救助技術の高度化等検討委員会について

救急救助課
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政府においては、平成１０年度から１２年度まで

の３年を期間とする�規制緩和推進３か年計
画�を策定し、前計画である�規制緩和推進計
画�（計画期間平成７～９年度）に引き続き規
制緩和等を計画的に推進することとしました。

本計画は、平成１０年３月３１日に行政改革推進本

部において決定された後、同日閣議決定されま

した。

消防庁としては、内外からの意見・要望・行

政改革委員会の意見等を踏まえて、個別の規制

緩和施策として次の１１項目を計画に計上しまし

た。

【新計画において新たに計上する事項】（１項目）

（実施予定のもの）

・信用金庫等への政府関係機関等資金運用先等

の拡大

【前計画に引き続き計上する項目】（１０項目）

（実施予定のもの）５項目

・有人セルフサービス方式の給油取扱所の導入

（平成１０年４月１日より実施済）

・給油取扱所における荷卸し時の立会い義務の

緩和

・誘導灯の設置に関する基準の緩和等

・危険物施設の変更工事に係る完成検査等にお

ける自主検査の認容

・完成検査済証等の交付に係る手続の迅速化

（検討を行うもの）５項目

・消防法の危険物（引火性液体）の概念につい

て（高引火点危険物について）

・Na―S（ナトリウム硫黄）電池の変電所等へ

の設置基準等について

・液体危険物タンクに係る水圧試験等の検査実

施者の範囲について

・移動タンク貯蔵所の基準について

・危険物施設の複数の変更工事に係る完成検査

について

消防行政に関わる安全規制については、国民

の生命、身体及び財産の保護のために極めて重

要なものですが、規制緩和の趣旨を踏まえ、新

技術への対応、手続きの簡素化などの観点から、

引き続きできる限りの取組をしてまいりたいと

考えております。

規制緩和推進３か年計画 個別施策（消防庁分）

７ 金融・証券・保険関係

3 金融

規制緩和推進３か年計画の策定と消防庁所管の規制緩和

推進施策について

総 務 課

事 項 名 措 置 内 容
実 施 予 定 時 期

備 考 所管省庁
平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度


信用金庫等へ
の政府関係機
関等資金運用
先等の拡大

/ 地方公務員災害補償基金、危険物保安技術協会、自動
車安全運転センター、海上災害防止センター、自動車事
故対策センターの余裕金の運用先については、�銀行へ
の預金又は郵便貯金�に限定されているが、これを改め、
信用金庫及び全信連を加える。

１０年度 警察庁
運輸省
自治省
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１１ 危険物・防災・保安関係

4 消防法関係

事 項 名 措 置 内 容
実 施 予 定 時 期

備 考 所管省庁
平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度

�有人セルフサ
ービス方式の
給油取扱所

有人セルフサービス方式の給油取扱所の導入に関しては、
調査検討委員会の結論を踏まえ、導入のための所要の措置
を講ずる。

１０年４月
１日

危険物の規制に関す
る政令の一部を改正
する政令及び自治省
令

自治省

�給油取扱所の
荷卸し時の立
会い義務

給油取扱所の荷卸し時の立会い義務の緩和に関しては、
調査検討委員会の結論を踏まえ、できる限り早期に実施の
ための所要の措置を講ずる。

１０年度早期 自治省

�誘導灯の設置
に関する基準

新しい機能、性能等を有する誘導灯の開発、建築物の用
途及び形態の多様化等に対応した誘導灯の在り方について
の検討結果を踏まえ、設置基準などの整備、緩和を行う。

１０年度 自治省

�消防法の危険
物（引火性液
体）の概念（高
引火点危険物
について）

現行消防法における引火性液体の規定について、高引火
点危険物に係る引火点、燃焼継続性等の物質の特性及び漏
洩に伴う火災を含む事故発生のメカニズム並びに動植物油
類に係る屋外貯蔵タンクの構造基準の在り方等を総合的に
勘案するとともに産業界関係者の意見を踏まえつつ、安全
性を損なわないことを前提として引き続き検討し、結論を
得て、安全性が確認された場合は、できる限り早期に所要
の措置を講ずる。

１０年度
（検討）

１１年度
（結論）

自治省

�Na―S（ナトリ
ウム硫黄）電
池の変電所等
への設置に関
する基準

Na―S（ナトリウム硫黄）電池を変電所等に設置するに当
たっての試験基準、位置、構造及び設備の基準、管理基準
等について引き続き検討する。

１０年度
（検討）

１１年度
（結論）

自治省

�液体危険物タ
ンクに係る水
圧試験等の検
査実施者の範
囲

液体危険物タンクに係る水圧試験等の検査に関し、市町
村長等以外の第三者が実施できる仕組みについて引き続き
検討し、結論を得て、安全性が確認された場合は、できる
限り早期に所要の措置を講ずる。

１０年度
（検討）

１１年度
（結論）

自治省

�移動タンク貯
蔵所の基準

タンクコンテナ等の移動タンク貯蔵所について、国際的
整合性を踏まえつつ、技術上の基準の見直しについて引き
続き検討し、結論を得て、安全性が確認された場合は、で
きる限り早期に所要の措置を講ずる。

１０年度
（検討）

１１年度
（結論）

自治省

�危険物施設の
変更工事に係
る完成検査等

一定の要件を満たす危険物の製造・貯蔵施設等の変更工
事に伴う消防法の完成検査前検査及び完成検査に関し、自
主的な検査を適切に行うことができると認められる者に消
防署等による検査に代えて自主検査を認める制度について、
産業界関係者の意見を踏まえつつ、安全性を損なわないこ
とを前提として検討し、結論を得て、導入のための所要の
措置を講ずる。

１０年度 自治省

�危険物施設の
複数変更工事
に係る完成検
査

危険物施設の複数の変更工事に係る完成検査に関し、工
事終了段階に応じ施設の使用ができる仕組みについて引き
続き検討し、結論を得て、安全性が確認された場合は、で
きる限り早期に所要の措置を講ずる。

１０年度
（検討）

１１年度
（結論）

自治省

	完成検査済証
等の交付に係
る手続

完成検査済証、完成検査前検査済証及び保安検査証の交
付の迅速化に資するよう交付手続の在り方について検討し、
その結論を踏まえ、できる限り早期に所要の措置を講ずる。

１０年度早期 自治省
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平成１０年３月２２日に第１３回救急救命士国家試

験が東京都他４か所において実施され、平成１０

年４月２２日に�日本救急医療財団により合格者
の発表がなされました。今回の試験では、１，３７９

名が受験し、１，１３２名が合格（合格率８２．１％）

しています。

１ 受験者の内訳

国家試験は、３月下旬、１０月上旬の年２回

実施されています。

受験者の資格別構成率では、救急救命士法

第３４条第４号該当者（消防機関救急救命士養

成所修了者）が７６１名で受験者の５５．２％、救

急救命士法附則第２条該当者（看護婦免許等

を有する特例資格）が４４７名で受験者の３２．４％

と、この両グループで８７．６％と大部分を占め

ています。

２ 合格者の内訳

合格者全体の合格率は、８２．１％と過去最高

でした。

資格別合格者の内訳についてみると、救急

救命士法第３４条第４号該当者（消防機関救急

救命士養成所修了者）が７５３名（合格率

９８．９％）、救急救命士法附則第２条該当者（看

護婦免許を有する者等の特例資格）が２１７名

（合格率４８．５％）、救急救命士法第３４条第１

号（民間養成所修了者）１２３名（合格率

９３．９％）でした。

男女別では、男性８９８名、女性２３４名であり、

女性のうち６名は、消防機関が設置する救急

救命士養成所の修了者でした。

３ 消防機関養成所受験者・合格者の内訳

消防機関で設置する救急救命士養成所別に

みると、現役の受験者は、救急救命東京研修

所２０５名、救急救命九州研修所２０４名、札幌市

消防局救急救命士養成所３０名、仙台市消防局

救急救命研修所３０名、東京消防庁消防学校救

急救命士養成課程５０名、名古屋市救急救命養

成所３０名、京都市救急救命士養成所３０名、大

阪府消防学校救急救命士養成課程３０名、大阪

市消防学校救急救命士養成課程５０名、神戸市

救急救命士養成所４１名、広島市消防局救急救

命士養成所４２名の７４２名であり、再受験者１９

名を含めると合計７６１名が受験しました。

合格者の状況を見ると、現役受験者の合格

者は、７４１名（合格率９９．９％）で、再受験者

の合格者１２名を含めると合計７５３名（合格率

９８．９％）となります。合格率９８．９％は、第１

回に次ぐ高い合格率でした。全１３回の平均合

格率は、９７．５％です。

消防職員で救急救命士の資格を取得してい

る者は、平成９年７月１日現在の各都道府県

調査の結果によると５，５２４名でしたが、第１２

回の５３１名と今回の７５３名の合格者をそれぞれ

を加えると約６，８００名強となり年々着実に増

加してきています。

合格者には、所定の就業前教育を修了後、

救急救命士として一日でも早く地域住民の負

託に応えられるよう邁進することが期待され

ます。

救急救命士国家試験の合格状況について

救急救助課
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救急救命士国家試験の推移

（ ）内は、試験日

全 体 消防機関養成所

受験者数 合格者数 合 格 率 合格者数 合 格 率

第１回（４．４．１９） ４，３０１ ３，１７７ ７３．９％ ３５１ ９９．４％

第２回（４．１０．４） １，０４０ ７３９ ７１．１％ ２４０ ９８．０％

第３回（５．３．２８） １，５６３ １，１６２ ７４．３％ ３６６ ９８．７％

第４回（５．１０．３） １，５８３ １，１４３ ７２．２％ ２４７ ９８．０％

第５回（６．３．２７） １，７５１ １，１７３ ６７．０％ ５２４ ９６．０％

第６回（６．１０．２） １，２９５ ７３０ ５６．４％ ３６４ ９６．３％

第７回（７．３．２６） １，４９２ １，００１ ６７．１％ ５６２ ９６．９％

第８回（７．１０．１） １，１５０ ７６３ ６６．３％ ５３４ ９７．３％

第９回（８．３．２４） １，４７５ １，１３２ ７６．７％ ７２５ ９７．１％

第１０回（８．１０．６） １，０９４ ７６４ ６９．８％ ５３３ ９６．７％

第１１回（９．３．２３） １，４０２ １，１０４ ７８．７％ ７４４ ９８．７％

第１２回（９．９．２８） ９３７ ７０５ ７５．２％ ５３１ ９６．５％

第１３回（１０．３．２２） １，３７９ １，１３２ ８２．１％ ７５３ ９８．９％

合 計 ２０，４６２ １４，７２５ ７２．０％ ６，４７４ ９７．５％
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糸満市は、沖縄本島の最南端、北緯２６度８分、

東経１２７度４０分にあって、県都那覇市から南へ

１２のところに位置しています。北は豊見城村、
北から東を東風平町、東を具志頭村に接し西と

南にはそれぞれ東シナ海と太平洋に面していま

す。

第二次世界大戦では、本島の最南端に位置す

る本市に多くの住民が追われ８０日余りの戦闘は、

国内唯一の住民を巻き込んだ地上戦であり沖縄

戦における戦死者は、米軍が１万人余に対し日

本軍は約９万人で県民は１０数万人といわれてい

ます。糸満市民の戦没者は、８，２８７人で当時の

人口の約４割弱の人々が尊い命を失いました。

多くの財産が瓦礫と化した郷土では、悲しむ

間もなく郷土復興が始まり昭和４０年１０月、戦跡

の整備によって戦争の悲惨さ、平和の尊さを認

識し戦争犠牲者２０万人余の英霊を慰める目的で、

琉球政府立公園法に基づき沖縄戦跡政府立公園

として当市が指定されました。そして、昭和４７

年５月１５日沖縄の本土復帰と同時に国定公園と

なりました。この公園は、我が国唯一の戦跡と

しての性格を有する国定公園で、４３都道府県の

慰霊の塔が建立されています。また、平成５年

４月２５日には、沖縄戦で消失した緑を回復し�み
どり�に包まれた豊かで潤いに満ちた環境を創
出する�第４４回全国植樹祭�が天皇、皇后両陛
下をお迎えして開催されました。更に、平成７

年６月２３日には、国籍、軍人、非軍人を問わず

沖縄戦等で亡くなったすべての人々の氏名を刻

んだ�平和の礎�が建設されるなど、糸満市を
中心に世界の恒久平和を祈念する拠点の整備が

進められています。当市を訪れる観光客も少な

くなく、年間１５０万人と年々増加の傾向にあり

今では、観光地として発展しています。

本市は、昔から漁業、農業が主で中でも漁業

では糸満ウミンチュー（漁師）で名を馳せ、マ

グロ漁船の中継基地と栄えるとともに広大な埋

め立て事業により誕生した�西崎町�を中心に
商業や文化活動が大きく展開する中、平成２年

と翌３年には沖縄水産高校ナインが全国高等学

校野球大会で２年連続の準優勝を果すなど市民

に大きな夢と希望をもたらしました。

さて、本市の消防行政は昭和２１年４月、終戦

により消防団が再編され常備団員５人ガソリン

ポンプ車（米軍払下げ）１台、けい引車１台で

の出発でしたがその後人口の増加とともに定数

も増え、昭和４６年１２月の市昇格には人口３７，０００

人、職員１７人と増え、平成２年３月には新消防

庁舎建設を経て、現在人口５５，０００人、１本部１

署で消防職員４３人と発展しました。消防装備も

年々整備され救急車２台、水槽付ポンプ車２台、

小型動力ポンプ付水槽車１台、小型動力ポンプ

付積載車１台、ポンプ車１台、はしご車１台、

救助工作車１台、原因調査車１台、指令車１台

となっています。

消防団の状況は、本団３分団で定数５０人の体

制となっており、災害活動や訓練等防災活動を

中心に行い中でも防災活動の一環であります

�年末特別警戒�においては、地域を隈なく広
報活動し�火の用心�を広く呼びかけ、今では
市民に広く浸透して高い評価を得るなど防災活

動の中核として大きな役割を果たしています。

その他の防災団体として、婦人防火クラブは

６支部１，０２１人、幼年消防クラブ会員数１，０８５人

と組織され、独居老人訪問や施設の防火慰問そ

して幼年からの防火意識も啓もう等市内の防火

活動に活躍しています。

当市の災害状況は、火災にあっては毎年３０件

北から南から ◆各地の消防だより

うみさち りくさち ま ち

海幸 陸幸の史都糸満市

糸満市消防本部 総務課長 伊敷 幸昌
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弱の件数を記録し、救急にあっては人口の増加

とともに年々増えつづけ１千件の大台となりま

した。今や救急業務は消防業務の中核となり市

民の期待は大きく、市民の負託に応えるべく救

急業務の充実を図るため救急救命士の養成、高

規格車の導入等を計画中です。

終わりになりましたが、本市の基本理念�ひ
かりと、みどりと、いのりのまち�のもと将来

うみさち りくさち ま ち

像�海幸 陸幸の史都糸満市�を目指し、火災
のない災害に強い町づくりを、市民と密着した

消防行政を進めて参ります。

我が国では毎年、台風によって大きな被害が

もたらされています。

国や地方公共団体では、台風に備え治山や治

水などの国土保全事業をはじめ、防災訓練の実

施や情報収集・伝達網の充実、初動体制の確立、

避難誘導体制の整備など、防災体制の強化を推

し進めています。

しかしながら、台風による被害を最小限にと

どめるためには、同時にみなさん一人ひとりの

日頃からの心構えと準備が極めて重要です。み

なさんも台風の恐ろしさを十分に理解し、他人

事と思うのではなく、自らのこととして積極的

に取り組んでいただきたいと思います。

それでは、台風シーズンを前にもう１度次の

ような点を確認しておきましょう。

１ 日頃からの心構えと準備は

'防災訓練などのほか、自治体や消防機関ある
いは自主防災組織などが開催する研修会、説

明会、イベントなどに積極的に参加したり、

広報紙やパンフレットなどを通じて、普段か

ら防災に関する知識を蓄え、いざというとき

の対応力を身に付けておきましょう。

(テレビ・ラジオや地域の防災行政無線などか
ら伝えられる気象情報、注意報・警報には普

段から耳を傾ける習慣をつけておきましょう。

)台風は、大雨による河川の氾濫や強風などの
ほか、地すべりや山崩れ、がけ崩れ、土石流

など、それぞれの地域の特性に応じた様々な

災害をもたらします。自分が住んでいる地域

では、どのような災害が起こりやすいか、ま

た、予想される危険箇所はどこなのかを地元

の自治体に尋ね、日頃から十分注意しておき

ましょう。

*一時的に避難する場所は事前に指定されてい
ますので、日頃からその位置やそこまでの道

順を確認しておきましょう。

+防災行政無線が設置されている地域では、防
災行政無線で警報や避難の勧告・指示が伝え

られます。それ以外の地域では、こうした情

報がどのような経路で伝えられて来るのか、

あらかじめよく確認しておきましょう。

,避難するときのための携行品として非常食な
どのほか、停電になった時にも確かな情報を

得て安全な行動ができるように、懐中電灯、

携帯用ラジオを用意しておきましょう。また、

家族一人ひとりが身に付けられるようにそれ

ぞれの氏名票（住所、氏名、生年月日、血液

型、勤務先、非常連絡先、避難予定地などを

記入しておく）を準備しておきましょう。

-家族で防災について話し合う�家族防災会
議�を開き、それぞれの役割分担や避難先で
おちあう場所など、重要なことをあらかじめ

決めておきましょう。

.大規模な災害により広範囲にわたる被害が発

☆台風に対する備え

（防 災 課）

%%%%%%%%%%%%%%% 広 報 資 料・８月分 %%%%%%%%%%%%%%%
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生した場合には、防災関係機関などによる活

動が困難になることも予想されますので、地

域の住民一人ひとりが�自分たちの地域は自
分たちで守る�という連帯意識を持ち、自主
的な防災活動を行うことも大切です。地域ご

とに自主防災組織の活動を積極的に進め、日

頃から防災用資機材の充実を図るとともに、

災害が発生した場合を想定して、地域の実情

に応じた実践的な訓練をみなさん自身で積み

重ねておきましょう。

２ 台風が近づいたら

'テレビ、ラジオや防災行政無線などから伝え
られる台風情報に十分注意しましょう。

(強風によって飛ばされて来た物に当たり、ケ
ガをするケースが数多く発生しています。台

風が近づいた時には、できるだけ外出を避け

るようにしましょう。

)避難をする時のために、医薬品、貴重品、印
鑑、現金、着替えなども忘れずに用意してお

きましょう。

*家屋、塀、商店の看板などの老朽化している
ところや窓、雨戸などを補強するとともに、

排水溝や下水道などがゴミなどで詰まってい

ないかどうか、確認しておきましょう。また、

家の周囲の飛ばされそうなもの、浸水時に流

されそうなものは、全て室内に取り込むか固

定するなどの対策を講じておきましょう。

+浸水のおそれがある場合には、家財道具や生
活用品を２階など高い場所に移しておきまし

ょう。

,河川の近くに住んでいるみなさんは、河川の
水かさや堤防からの漏水などに注意しましょ

う。

-がけ崩れなどの危険がある地域に住んでいる

みなさんは、いつも早めに避難しましょう。

３ 避難するときに注意することは

'単独行動は避け、地域の人々と協力しあって
避難をしましょう。

(お年寄りや子ども、病人、体の不自由な方な
どのいる家庭は、特に早めに避難しましょう。

また、これらの方々には家族ばかりではなく

近所の人も気配りをするよう心がけましょう。

)災害の状況を軽く見ないで、消防、警察など
の防災関係機関の広報に注意し、避難の勧告

や指示が出された場合には、その指示に従い

ましょう。

*周囲の状況からみて危険と判断した場合には、
避難の勧告や指示がなくても、自主的に避難

をして災害から身を守りましょう。

+電気やガスなどの始末と戸締まりを確実に行
いましょう。

,回り道でも、あらかじめ確認しておいた最も
安全な道順を選んで避難しましょう。また、

断線したり、垂れ下がっている電線には、絶

対に触らないようにしましょう。

-服装は行動しやすいものとし、ヘルメットや
底の丈夫な運動靴、手袋なども用意しましょ

う。

.災害時には、何よりもあわてず落ち着いて行
動しましょう。

４ 台風が去っても

台風が去っても、土砂災害には引き続き注意

をしましょう。土砂災害が発生する前には、普

段は涌き水がないところから水が噴き出すなど、

前兆現象が起こる場合がありますので、このよ

うな場合には直ちに防災関係機関に連絡をする

とともに、これらの場所に近づくことなく速や

かに避難をしましょう。

突然災害に襲われたら、あなたは最初に何を

しますか？

頭では理解していても、実際にはパニックに

陥って的確な行動ができないということを、よ

☆自主防災組織への参加の呼びかけ

（防 災 課）
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く耳にします。

災害時にいちばん大切なことは、命を守るこ

とです。一人ひとりの命は、まず自分で守る・

・・そして、家族、近所、町内会・自治会へと

助け合いの輪を広げ、�自分たちのまちは、自
分たちで守る�という連帯意識に基づいた、住
民の皆さんの共通の認識を育て上げることが大

変重要です。

自主防災組織は、このような住民相互の助け

合いの精神に基づき、地域の安全を図るために

自主的に結成される防災組織です。したがって、

主に町内会・自治会単位に組織されている場合

が多く、日頃は、災害に備えて情報収集を行う

ための連絡体制や避難体制等の組織の整備をす

るとともに、さまざまな災害を想定した防災訓

練を実施するなど、あらゆる機会を通じて住民

の防災知識を深める活動を行っています。そし

て、災害が発生した時には、初期消火、住民の

避難誘導、負傷者の応急手当、さまざまな情報

の収集伝達、炊き出し等の具体的な防災活動の

一翼を担うことになります。

平成９年４月１日現在、全国３，２５５市町村の

うち、２，３０１市町村で自主防災組織が設置され、

全国の自主防災組織数は８１，３０９組織で、組織率

（全国の総世帯数に対する組織されている地域

の世帯数の割合）は５０．５％となっています。

大規模な災害が発生した場合には、火災が同

時多発し、消火、救急救助等の要請が殺到し、

情報網の寸断、道路等の損壊や交通渋滞、停電

や断水等により、消防機関等の活動は著しく制

限されることが予想されます。

そこで、このような時に、住民の皆さんによ

る初期消火活動や、被災者の救出救護、避難誘

導等の自主的な防災活動が必要となってくるの

です。

阪神・淡路大震災においても、住民の皆さん

が協力し合って初期消火を行い、延焼を防止し

た事例や、がれきの下敷きになった多くの人命

を救った事例などが数多く見られ、地域におけ

る自主的な防災活動の重要さが改めて認識され

たところです。

防災は、自分と家族の生命、身体、財産にか

かわる基本的な問題です。

災害が発生すれば、自分や家族だけでは対応

できない場合もありますので、日頃から近隣の

人々との交流を深めて、手助けの必要な方がい

る場合は、皆さんで支援体制を整えておくこと

が必要です。

町内会などから、自主防災組織の話し合いや、

訓練の呼びかけがあったら、積極的に参加しま

しょう。

また、まだ自主防災組織が結成されていない

地域でも、それぞれの町内会や自治会のリーダ

ーを中心として、自分の地域にはどのような防

災組織が必要かを話し合い、できるだけ自主防

災組織を結成されるよう御協力をお願いします。

平成８年中に発生した建物火災３４，７５６件のう

ち、天ぷら油等に起因している火災は４，２９３件

となっています。これは、建物火災の出火原因

で最も多いこんろによる火災（５，７７８件）の約

７４．３％を占めています。

天ぷら油による火災は、水をかけてしまうな

ど消火の対応を誤ると、被害を一層拡大するお

それがありますので、天ぷら油の性質の危険性

を十分理解しておく必要があります。

市販されている天ぷら油（菜種油、コーン油、

大豆油等）は、その温度が発火点（約３６０℃～

３８０℃）以上になれば、火種がなくても発火し

て燃焼し始めます。一般に家庭で使用する油量

である０．５�～１�程度の天ぷら油（使用前の
もの）を家庭用ガスこんろで加熱すると、約５

分で揚げ物に適した温度（約１６０～２００℃）に達

☆天ぷら油による火災の防止

（予 防 課）
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し、そのままの状態で放置しておくと約１０分ほ

どで異臭とともに白煙が立ち始め、２０～３０分で

発火点に達し火がつきます。また、天ぷらなど

に一度使用するなど、鍋に揚げかす等がある場

合には、それが灯芯となって２００℃近くで発火

することがあり、加熱し始めてから発火するま

での時間が短くなることがありますので、ちょ

っと目を離したすきに火災になってしまうこと

も考えられます。

天ぷら油火災は、天ぷらを揚げているときに

来客、電話、子供の世話などでこんろから離れ

た時のようなちょっとした油断が原因で多く発

生しています。

このため、天ぷら油火災を防止するには、調

理油過熱防止付こんろなど安全装置の付いたも

のを使用することや住宅用自動消火装置等を設

置することが有効ですが、何よりもこんろにい

ったん火を付けたら、絶対にその場を離れない

ようにし、どうしても離れる必要がある場合に

は、どんなに短時間であってもこんろの火を消

してから離れる習慣を付け、火災を出さないよ

うにすることが重要です。

万が一、天ぷら油火災が発生した場合には、

次のような方法で消火を行いましょう。

１ 炎が小さく（炎の高さ１０0程度）油面上を
ちらちら動き回っているような場合

あわてずにまずこんろの火を止め、鍋の全

面を覆うふたをして空気を遮断することによ

り消火することができます。ただし、すぐに

ふたをとると再び発火するおそれがあります

ので、油温が十分下がるまで待ちましょう。

２ 炎が大きく（炎の高さ２０0以上）安定した
状態で油が燃焼しているような場合

炎が大きい場合は、消火器等で消火する方

法が最もよい方法です。最近は、住宅に適し

たものとして開発された小型で軽量な住宅用

消火器や、スプレーの様に使用するエアゾー

ル式簡易消火具など、容易に扱うことができ

るものがありますので、各家庭の台所に１本

備えておくと、万が一火災が発生したときに

安心です。

炎をあげている天ぷら鍋を消火器で消火す

る方法の一例をあげると次の通りです。

ア 消火器の消火剤が届く範囲内で、やけど

等をするおそれがない位置から消火します。

� 安全栓を抜きます。

� ノズルを火元に向けます。（ノズルの

ないタイプもあります。）

� レバーを強く握り、消火剤を放射しま

す。（このときに、炎にまどわされずに、

鍋の中に消火剤が十分入るよう放射しま

す。）

イ 消火薬剤が放射されると、一瞬炎が大き

くなりますが、通常の場合は数秒で完全に

消えます。

天ぷら油による火災に効果がある消火器は、

�油火災用�又は�天ぷら油火災適応�と表
示されているものです。これ以外のものを使

用すると、かえって被害を大きくするおそれ

がありますので、十分注意して下さい。粉末

タイプの消火器の場合は、いったん消火した

後でも消火剤の放出を止めると再着火する場

合があるので、消火器に充填されている全量

の消火剤を鍋の中に入れ、油温を冷却する必

要があります。

また、濡れたシーツ、バスタオル等で鍋を

覆い、空気を遮断することにより消火するこ

ともできます。この方法は、かぶせる時に炎

でやけどをしたり、あやまって鍋をひっくり

返したり、鍋を全面的に覆うことができない

こともありますので、十分注意して行う必要

があります。

なお、消火後安全な状態になってから、ガ

スの元栓を閉めることも忘れずに行って下さ

�火には水�といいう発想で水をかけると、
炎が爆発的に拡大し、周囲に油が飛散して大

やけどを負ったりするなど大変危険です。天

ぷら油に火がついた時には絶対に水をかけな

いで下さい。
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い。

天ぷら油火災は、未然に防止できるように

心がけることが大切ですが、万が一火災が起

きた場合には、あわてず落ちついて対処する

ことが求められます。天ぷら有火災の危険を

十分認識し、消火器の使い方などいざという

ときの行動力を身につけておきましょう。

平成１０年５月の通知・通達について

""""""""""""""" お 知 ら せ """""""""""""""

発 番 号 日 付 あ て 先 発信者 標 題

消防救第９８号 １０．５．８ 各都道府県消防主管部長 救急救助課長 平成１０年度緊急消防援助隊連絡調整担当の指定に
ついて

消防消第８３号 １０．５．１５ 各都道府県知事 長官 消防防災施設整備費補助金に係る交付要綱の一部
改正等について

消防消第８４号 １０．５．１５ 各都道府県知事 長官 市町村消防施設整備費補助金に係る交付要綱につ
いて

消防消第８５号 １０．５．１５ 各都道府県知事 長官 市町村消防設備整備費補助金に係る交付要綱につ
いて

消防消第８７号 １０．５．１５ 各都道府県消防主管部長 消防課長 二次製品防火水槽の認定を行う者の指定について

消防消第８８号 １０．５．１５ 各都道府県消防主管部長 消防課長 防火水槽に係る規格の改正について

消防予第７７号
消防危第５３号

１０．５．１８ 各都道府県知事 次長 火災予防条例準則の一部改正について

消防危第５４号 １０．５．２０ 各都道府県知事 危険物規制課長 完成検査証等の交付手続の迅速化について

消防消第９２号 １０．５．２０ 各都道府県消防主管部長 消防課長 防火水槽の設置に伴う附帯工事の取扱いについて

消防震第３２号 １０．５．２２ 各都道府県消防主管部長 震災対策指導
室長

二次製品耐震性貯水槽の認定について

消防災第４０号 １０．５．２５ 各都道府県消防防災主管部
長

防災課長 風水害対策の強化について

消防救第１２５号 １０．５．２５ 各都道府県消防主管部長 救急救助課長 救急救命士の資格を有する救急隊員に対して行う
就業前教育の実施要領についての一部改正につい
て

消防震第３３号 １０．５．２９ 各都道府県消防主管部長 震災対策指導
室長

震度情報ネットワークシステム整備事業に係る計
測震度計等の設置場所の変更について
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趣 旨

消防科学・技術の高度化と消防防災活動の

活性化に寄与することを目的として、消防防

災機器の改良・開発及び消防防災科学に関す

る論文を募集します。

１．主 催

自治省消防庁

２．募集の範囲

' 消防防災機器の改良・開発

特許・実用新案などの権利のある発明ば

かりでなく創意工夫されたものを含みます。

( 消防防災科学に関する論文

論文の内容が消防防災分野で活用が期待

できるものとします。

３．応募者資格

応募者の資格は次に該当するものとします。

' 消防吏員もしくは消防団員、又はそれら

のグループ

( '以外の個人もしくはグループ
４．応募作品

' �消防防災機器の改良・開発�の場合
・当該作品は平成１１年３月３１日時点でカタ

ログ等に記載されていないもの及び市販

されていないものとします。

( �消防防災科学に関する論文�の場合
・平成１０年４月１日以前に発行された雑誌

等に掲載されていないものとします。

なお、昨年度と同一の応募作品あるいは他

機関の表彰等への重複応募作品は、対象外と

します。また、応募作品は返却しません。

５．応募の様式

別添の様式により、日本語で作成したもの

とします。

６．表彰及び賞

' 表彰状及び副賞を授与します。

( 表彰作品の点数は次のとおりです。

消防防災機器の改良・開発 １０点以内

消防防災科学に関する論文 １０点以内

７．表彰者の発表

平成１１年２月中に表彰者を決定し、発表し

ます。なお、表彰者には直接その旨を通知し

ます。

表彰作品は消防研究所の機関誌�消研輯
報�に掲載します。
８．締 切

平成１０年９月３０日�（当日消印有効）
９．あて先

自治省消防庁消防研究所庶務課

〒１８１―８６３３東京都三鷹市中原３丁目１４番１号

電話 ０４２２―４４―８３３１（代表）

消防研究所ホームページ http://www.fri.go.jp/

消防研究コーナー ～消防研究所からのお知らせ～

消防防災機器の開発等及び消防防災科学論文募集要領

消防研究所
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別添

応募様式

表紙、概要、本文、図表、写真で構成されるも

のとする。

A 1消防防災機器の改良・開発2の場合
１．表紙

・A４版（縦長）とする。

・改良・開発の名称、氏名、勤務先名、連

絡先（郵便番号、住所、電話番号、勤務

先／自宅の区別）を明記する。

２．概要

・A４版（縦長）１枚とする。

・横書きとする。

・�概要�と頭書する。
・次の４点について記入すること。

' 改良・開発の名称

( 機器の利用分野

) 改良・開発以前の問題点

* 改良・開発による効果

３．本文

・A４版（縦長）用紙を使い、４枚以内と

する。

・横書きとする。

・手書き、ワープロ使用を問わない。

・１０５０字詰め（３５字／行、３０行／ページ）

とする。

・�改良・開発の名称�を頭書する。
・氏名、勤務先等は記入しない。

・図表、写真を本文中に挿入しない。（図

表、写真は別に添付する。）

４．図表

・図は必ず添付する。

・必要に応じて表を添付する。

・A４版（縦長）用紙を使用する。（１枚

の用紙に複数の図表の添付も可。）

５．写真

・必要に応じて写真を添付する。

・A４版（縦長）用紙に貼付する。（１枚

の用紙に複数の写真の貼付も可。）

（ゼロックスによるコピーは不可）

なお、図表及び写真は、A４版用紙４

枚以内とする。

B 1消防防災科学に関する論文2の場合
１．表紙

・A４版（縦長）とする。

・論文の題目、氏名、連絡先（郵便番号、

住所、電話番号、勤務先／自宅の区別）

を明記する。

２．概要

・A４版（縦長）１枚とする。

・横書きとする。

・�概要�と頭書する。
・次の２点について記入すること。

' 論文の題目

( 要旨

３．本文

・A４版（縦長）用紙を使い、８枚以内と

する。

・横書きとする。

・手書き、ワープロ使用を問わない。

・１０５０字詰め（３５字／行、３０行／ページ）

とする。

・�論文の題目�を頭書する。
・氏名、勤務先等は記入しない。

・図表、写真を本文中に挿入しない。（図

表、写真は別に添付する。）

４．図表

・必要に応じて図表を添付する。

・A４版（縦長）用紙を使用する。（１枚

の用紙に複数の図表の貼付も可。）

５．写真

・必要に応じて写真を添付する。

・A４版（縦長）用紙に貼付する。（１枚

の用紙に複数の写真の貼付も可。）

（ゼロックスによるコピーは不可）

なお、図表及び写真は、A４版用紙４

枚以内とする。
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作成例 A

�消防防災機器の改良・開発�の場合
（用紙はすべてA４版を使用）

注）図表及び写真はA４版用紙４枚以内とする。

（上記作成例では、図表及び写真は３枚である）

【表紙】 【概要】 【本文】（４枚以内）

�・・・の改良�

消防 太郎

消防研究所

〒１８１

三鷹市中原３―１４―１

tel．０４２５―４３―２１２７

（勤務先）

�概要�

'・・・の改良
( 救急救助

) 以前の問題点

□□□・・□□□

□□□・・□□□

* 効果

□□□・・□□□

□□□・・□□□

３５字

�・・・・・の改良�
□□□・・・□□□

□□□・・・□□□

・

・

・

・

・

・

・

□□□・・・□□□

□□□・・・□□□

【図表】 【写真】 【写真】

図１ ・・・・

表１ ・・・・

写真１ ・・・・

写真２ ・・・・

写真３ ・・・・

写真４ ・・・・

３０
行
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作成例 B

�消防防災科学に関する論文�の場合
（用紙はすべてA４版を使用）

注）図表及び写真はA４版用紙４枚以内とする。

（上記作成例では、図表及び写真は３枚である）

【表紙】 【概要】 【本文】（８枚以内）

�・・・問題について�

消防 太郎

消防研究所

〒１８１

三鷹市中原３―１４―１

tel．０４２５―４３―２１２７

（勤務先）

�概要�

'・・・問題について
( 要旨

□□□・・□□□

□□□・・□□□

３５字

�・・・問題について�
□□□・・・□□□

□□□・・・□□□

・

・

・

・

・

・

・

□□□・・・□□□

□□□・・・□□□

【図表】 【写真】 【写真】

図１ ・・・・

表１ ・・・・

写真１ ・・・・

写真２ ・・・・

写真３ ・・・・

写真４ ・・・・

３０
行
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１．はじめに

自動火災報知設備は火災の早期検知に極めて

大きな役割を果たしています。しかし一方で、

火災によらない調理の煙や湯気、タバコの煙、

浴室からの湯気等に反応して警報を発する、い

わゆる非火災報の発生が問題となっています。

この非火災報が頻発すると自動火災報知設備の

信頼性が損なわれますし場合によっては設備の

電源を切ってしまい本当の火災を見逃し重大な

被害を招く危険性があります。

消防研究所では火災か非火災かの認識力、判

断力を大幅に改善し、併せて発炎状況かくん焼

状況かと言った火災火災性状を的確に把握でき

る能力を有する火災感知システム（火災性状把

握システム）の開発研究を行ってきました。こ

の研究では、温度、煙濃度、一酸化炭素濃度の

各センサー素子を組み込んだ三素子複合型火災

センサーと、ファジィ・エキスパートシステム

などのコンピュータソフトウェアでセンサー信

号処理を行うことで火災の早期検知と火災性状

把握のできるシステムを開発しました。

２．三素子複合型火災センサー

現実に起こる火災の形態は多岐に渡り、現在

の自動火災報知設備で使用されている、煙感知

器または熱感知器のような単一火災センサーで

は火災の早期発見や信頼性の高い警報を得るに

は限界があります。そこで消防研究所では、異

種方式のセンサーを組み合わせた火災センサー

として、煙濃度測定に光電式煙センサー、温度

測定にサーミスター式温度センサー、一酸化炭

素濃度測定に電気化学式COセンサーを使用し

た三素子複合型火災センサーを、民間企業と共

同で開発しました（図１、図２）。試作した三

素子複合火災センサーの煙センサーと温度セン

三素子複合型火災センサーを用いた火災性状把握システム

図２ 三素子複合型センサーの内部構造

図１ 三素子複合型センサー

消防研究所
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サーは現行の感知器に使用しているパーツを利

用しています。しかし、一酸化炭素濃度測定用

のセンサーは電気化学式COセンサーと呼ばれ

る、新方式のセンサーを使用しています。

ところで、ガスセンサーというと、都市ガス

や LPGなどのガス漏れ警報器には半導体式ガ

スセンサー（SnO２）が広く使用されています。

また、半導体式COガスセンサーも実用化され

ています。しかしこの半導体式COガスセンサ

ーはガス検知のためにセンサーを加熱するため

のヒータが必要で、検知素子表面を数百℃に加

熱する電力を供給しなければならない点とガス

感知応答時間が遅い（約２分）点などから火災

感知器としての実用性の難点があります。

一方、電気化学式COセンサーは感度や応答

性に優れ、消費電力も小さいという特徴があり

ます。しかしながら、通常の電気化学式ガスセ

ンサーは液体式と呼ばれる方式であり、形状が

大きくなり、また、電解質液の蒸発による濃度

変化や電解液の漏洩等の問題がありました。三

素子複合型火災センサーに採用した電気化学式

COセンサーは液体式とは異なり固体電解質を

用いた方式で、センサーの小型化や取扱の容易

性に優れています。このセンサーは図３に示す

図３ 火報用COセンサーの構造
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ように、１０�×１０�のシリコン基盤上に、ガス
を感知する作用電極（白金）、対極（白金）及び参

照電極（金）が配置され、各電極は高分子固体電

解質膜（物質名：ナフィオン）で覆われていま

す。また、ガスを検知する電極表面はエッチン

グ加工により図４に示すような微細な凹凸が形

成されています。

火災により発生したCOガスはセンサーの作

用電極及び対極で次式の反応を生じて電気信号

を発生します。

（作用電極） ������������������
（対 極） ����������������
この固体電解質方式のセンサーを火災検知用

として実用的に使用するために、素子寿命の改

善とセンサー寿命の自己診断機能及び周囲温度

依存性軽減のための温度補償回路の付加等の改

良を行いました。

３．三素子複合型火災センサーによる火災検知

三素子複合型火災センサーからはセンサーが

監視する室内の状況に応じた温度、煙濃度およ

びCO濃度の信号を出力します。この三種類の

信号をうまく処理することで室内の火災検知な

らびに火災性状把握ができます。この研究で開

発した火災性状把握システムではファジィ・エ

キスパートシステムと呼ばれる方法で信号処理

を行っています。ファジィ・エキスパートシス

テムでは火災と非火災の判別やくん焼火災と発

炎火災の判別を行うためにメンバーシップ関数

と呼ばれる関数を用います。メンバーシップ関

数は横軸にセンサー信号強度やその継続時間な

どをとり、縦軸にグレードと呼ばれる確信度を

とります。図５に火災性状把握システムで用い

たメンバーシップ関数を示します。このメンバ

ーシップ関数により、例えば、温度とCO濃度

が上昇した場合は発炎火災の可能性が高く、温

度があまり上昇せずにCO濃度が上昇した場合

はくん焼火災の可能性が高いというように判断

することができます。

試作した三素子複合センサーによる火災性状

把握システムは、火災実験室での各種の火災／

非火災状況を想定した実験と、実際の建物に設

置してのフィールド試験により、火災と非火災

の識別において有効であることを確認しました。

４．おわりに

本研究で試作した三素子複合センサーによる

火災性状把握システムは、火災か非火災かの認

識力、判断力を大幅に改善し、火災性状を的確

に把握できるシステムであり、スプリンクラー

の起動制御や火災の自動通報の用途等に応用可

能な能力があるものと考えています。

図４ COガスセンサーの作用電極
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図５ 火災性状把握システムの火災判断ルール
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現在、消防大学校の施設整備が急ピッチで進

められていますが、平成７年度の補正予算で認

められた消防大学校の寄宿舎本館である不二寮

南棟（通称�南寮�）がこのたび完成しました。
完成した南寮は、従前の不二寮三棟（北寮、

西寮及び南寮）を統合し、地下一階・地上六階

建て、エレベーター付きでメゾネット式の建物

となっています。

◎南寮施設整備の沿革等

消防大学校は、国・都道府県の消防事務に従

事する職員や市町村の消防職団員に対し、幹部

として必要な高度の教育訓練を行うことを主た

る目的としており、年間１，３００人（実務講習等

を含む。）を超える学生を受け入れています。

消防大学校は、昭和３４年に創設され、当初の

施設は、当校の前身である消防講習所の施設を

引き継いだものでした。昭和４０年前後に一新さ

れた消防大学校の施設の一つとして消防大学校

不二寮も整備されました。当時としては、モダ

ンな不燃化建築物でした。しかし、築後３０年を

経ることによって老朽化・狭隘化が著しく、特

に、長期間の研修生活にも供される寄宿舎は、

１室６人を前提とした畳の大部屋で、プライバ

シーを保てる空間が全くないなど、現代人の生

活感覚に合わないことなどから、再び改築を必

要とする状況となっていました。

消防大学校の寄宿舎の整備については、関係

方面を揺り動かし、平成５年度の補正予算によ

り、第二本館建設に併せ、現在の不二寮北棟（北

寮）（完全個室タイプ、定員５２名）の建設が認

められ、平成８年に完成し、次いで、平成７年

度の補正予算でかねてからの懸案であった不二

寮三棟の全面改築が認められ、今回不二寮南棟

（南寮）が完成したわけです。

◎消防大学校寄宿舎改築の基本方針

南寮建設の基本設計及び詳細設計に当たって

は、当初から何度も議論を交わし、次のような

考え方に沿って建設されました。

' 老朽化対策等抜本的改善での施設整備

寄宿舎は、北寮が昭和４１年１月、南寮が同

年３月で西寮がオイルショック時の昭和４９年

１１月竣工であり、時代の変化に対応した施設

整備内容・規模等とすること。

( 消防幹部候補生にふさわしい施設整備

団体生活のメリットを生かしつつ、プライ

バシー等にも配慮した消防幹部又は候補生に

ふさわしい施設とすること。

) 災害時対応型複合施設等としての整備

災害発生時における宿泊施設確保・通信網

整備や、電気・水等の将来的なライフライン

確保策等についても踏まえた施設とすること。

* 国際化等２１世紀対応型の施設整備

将来的な対応策として、各国からの消防大

学校の入校や視察希望にも十分応えられるよ

消防大学校コーナー ～消防大学校からのお知らせ～

消防大学校不二寮南棟（南寮）の概要

不二寮（南寮）
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うな施設整備の検討及びマルチメディア対応

等を視野においた施設整備を図ること。

+ その他

女性幹部候補生の受け入れに配慮した施設

とすること。

◎南寮施設の概要

従前の不二寮三棟（南寮、北寮、西寮）を集

約一体化し、新しい寮として改築された南寮の

概要は、次のとおりです。

' 予算総額【３，２３９，９９８千円】

総額約３２億４千万円ですが、うち約９億円

（８７４，０４７千円）は防災研修室関係予算とし

て組み込まれ、災害発生時等非常時の消防庁

のバックアップ施設としても一部活用できる

ように施工されています。

( 構造・階層【RC地下一階・地上六階建て、

エレベーター付き】

南寮は、特に耐震設計に留意して設計し、

頑丈な建築物となっています。

) 延べ床面積【５，２５０平方メートル】

平成８年に完成した北寮と合わせると、従

前の不二寮三棟の延べ床面積総計の約１．７倍

の約６，７５０平方メートルとなります。

* 主な施設

寮室定員は、２９戸・１７２室、１７２名（うち一

戸は女性専用で定員４名）であり、北寮の５２

名と合わせると総定員２２４名となり、従前と

ほぼ同数の定員が確保されています。

南寮の居室部分は、特に６人１組の談話室

を中心（女子は、専用バストイレ付きのため、

４人１組）とした国の教育訓練施設としては

初めてのメゾネット型とし、団体生活のメリ

ットを生かしつつ、プライバシーにも配慮し

た施設で、個室での快適な睡眠と集中した学

習効果が期待できるように考慮されています。

また、衛星地球局等の情報通信施設等を整

備したほか、防火用水・非常時の飲用水の確

保等ライフラインにも配慮してあります。

寮室（個室部分）

寮室（共有部分）
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平成１０年度全国統一防火標語について

消防庁では、広く一般に防火意識の啓発を呼

びかけることを目的に、社団法人日本損害保険

協会との共催により、平成１０年度全国統一防火

標語の募集を行ってきましたが（募集期間：平

成９年１２月１日～平成１０年２月１０日）、全国か

ら家庭や職場の防火意識の高揚に役立ち、火災

の恐ろしさ、防火の大切さを簡潔に表現した

６４，４９１点にのぼる応募作品が寄せられ、消防庁

長官及び有識者等の選考委員により、去る３月

５日東京・経団連会館で行われた最終選考会に

おいて、下記の標語が選出されました。

全国統一防火標語は、火災予防思想の一層の

普及を図り、もって火災の発生を防止するとと

もに、火災による死者及び財産の低減を図るた

めのものです。全国火災予防運動統一標語とし

て、火災予防運動用のポスターに掲載されるの

をはじめ、この１年間、全国各地で防火意識の

普及及び PR等の防火公報活動に活用されるよ

うお願いします。

5気をつけて
はじめはすべて

小さな火6

予 防 課
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1地域防災計画における津波対策強化の手引き2
及び1津波災害予測マニュアル2の策定について

消防庁は、関係省庁（国土庁、気象庁、農林

水産省、水産庁、運輸省、建設省）と連携し、

�地域防災計画における津波対策強化の手引き
（以下�手引き�という。）�及び�津波災害予
測マニュアル（以下�マニュアル�という。）�
をとりまとめ、各地域において津波防災対策の

強化が推進されるよう、平成１０年３月２６日付け

で関係都道府県に通知しました。

手引きは、地域防災計画における津波対策の

強化を図る際の基本的な考え方、津波に対する

防災計画の基本方針並びに策定手順等について

とりまとめたものであり、マニュアルは、気象

庁が津波の数値シミュレーション技術を応用し

て、予報精度の向上や予報区の細分化などを図

った新しい津波予報の運用を計画していること

から、これらの効果的な活用により、事前に津

波による危険性を把握し、総合的な津波対策を

講じていくため、�手引き�の別冊としてとり
まとめたものです。

今後、関係省庁が連絡会議を設置するなど、

より一層連携を密にするとともに、都道府県、

市町村と相互に連携を図りつつ、それぞれの役

割に応じて、ハード、ソフト両面の津波防災対

策の一層の充実が図られるよう努めていく予定

です。

なお、手引き、マニュアルの概要は以下のと

おりです。

1地域防災計画における津波対策強化の手引き2について

わが国の沿岸域において、津波対策を強化す

るために、ハード対策、ソフト対策が一体とな

った総合的な津波対策を検討し、地域防災計画

における津波対策の一層の強化を図る必要があ

ります。

�地域防災計画における津波対策強化の手引
き�は、地域防災計画における津波対策の強化
を図る際の基本的な考え方、津波に対する防災

計画の基本方針並びに策定手順等について取り

まとめたものです。

手引きは、３章から構成されており、その概

要は次のとおりです。

・第１章では、津波防災対策の目的は、住民の

生命及び財産を保全することであり、そのため

には防災施設の整備に加えて津波防災の観点か

らのまちづくり、防災体制の３分野の強化が必

要であることを明確にしました。

・第２章では、津波防災に関する計画策定の手

順をまとめており、策定に先立って必要な土地

利用や地形、人口・産業の集積等を把握するた

めに必要な基礎調査項目、対象津波の設定手法、

想定被害の評価項目と基準等を示すとともに、

防災対策上留意すべき課題等についても検討の

ポイントを紹介しました。

・第３章では、津波防災体制の強化のため取り

組むべき施策を取りまとめました。津波防災の

観点からのまちづくりについて、土地利用のゾ

ーニング、拠点的公共施設の配置、地域特性に

応じた安全性向上の考え方を取りまとめました。

防災体制について、情報伝達、避難、防災知識

の普及、応急体制の整備等日常的に取り組むべ

き事項等について取りまとめました。

震災対策指導室
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1津波災害予測マニュアル2について

気象庁では、津波災害の一層の防止・軽減に

寄与するため、予想される津波の高さ等を具体

的な数値で発表する新しい津波予報を、平成１０

年度末から運用することを計画しています。

しかし、気象庁から発表される津波の高さの

予測値は、１００km内外の範囲を対象とする広

域的・平均的な情報となるため、地方公共団体

が個々の海岸におけるきめ細かい津波災害対策

を実施するためには、海岸ごとに気象庁の津波

予報に対応した津波浸水予測図を作成すること

が有効です。

この津波浸水予測図は、作成にあたり津波に

関する高度な技術的知識が必要であり、また津

波浸水予測図は、気象庁の津波予報と連動して

作成される必要があることから、国がその作成

手法を提示することが必要です。このため、消

防庁、国土庁、気象庁は、津波浸水予測図の作

成手法等を解説した�津波災害予測マニュア
ル�を作成し、これを�地域防災計画における
津波対策強化の手引き�の別冊として地方公共
団体へ示すことにしました。

マニュアルは、

' 津波

( 津波による被害

) 津波予報の発表

* 津波浸水予測図の作成

+ 津波浸水予測図の活用

の５章から成り、津波浸水予測図の作成手法を

中心に、津波に関する一般的知識、過去の津波

事例、津波予報の方法、津波浸水予測図の活用

方法等が解説されており、津波に関し地方公共

団体の防災担当者が必要とする情報が網羅され

ています。

このマニュアルを活用して整備された津波浸

水予測図は、地方公共団体が、気象庁の津波予

報に対応した対策に活用するのみならず、事前

の津波予防対策として地域防災計画における津

波対策について検討することなどにも活用する

ことが可能であり、津波災害の防止・軽減が一

層推進されることが期待されます。
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☆テレビによる防災キャンペーン（７月分）☆

先日、６月４日�～７日�にかけて、�自治体消防５０年記念国際消防防災展 '98 in 東京�が東京ビ
ックサイトにおいて開催されました。

詳しいことは、来月号で紹介いたします。

&&&&&&&&&&&&&&& 消 防 庁 辞 令 &&&&&&&&&&&&&&&

（平成１０年６月２日付）

氏 名 新 旧

鶴 田 定 辞職
（日本消防協会審議役兼経理課長へ）

特殊災害室理事官

（平成１０年６月３日付）

氏 名 新 旧

岸 野 誠 一 特殊災害室課長補佐 自治大臣官房総務課課長補佐

ご存じですか ―防災ミニ百科―

放送日 主管課 テ ー マ 放送日 主管課 テ ー マ

７月２日 危険物規制課 セルフガソリンスタンドでの注意点 ７月１６日 震災対策指導課 津波への注意

７月３０日 防 災 課 防災学習センター
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☆火あそびによる火災の防止

☆危険物施設の安全の確保

☆有人セルフサービス方式の給油取扱所におけるガソリン等の取扱い

☆石油コンビナート災害の防止

☆住宅防火対策の推進

☆風水害に対する備え

６月の広報テーマ

消防庁ホームページ
http://www.fdma.go.jp

編 集 発 行

消 防 庁 総 務 課

〒１０５―０００１東京都港区虎ノ門

２丁目２番１号

TEL ��（����）����

編 集 後 記

先日、６月４日�～７日�にかけて自治体消防５０年記念	国際消防防災
展'９８in 東京
が、東京ビックサイトにおいて開催され、期間中は２３１，２６５
人の多数の来場者がありました。
この防災展は、行政展示と商業展示で構成されており、行政展示では、消
防活動や防災活動の重要性をアピールし、幅広く消防行政を理解してもらう
ことを目的として制作された	自治体消防５０年記念Yes, I Will―災害に強い
まちづくり―
が３００インチの大型スクリーンによるハイビジョン映像での
放映のほか、倒壊家屋からの救出体験、救急救護体験、バーチャルリヤリテ
ィーによる大地震体験シュミレイション、地域住民によるユニークな自主防
災活動やボランティア活動の紹介など、また、屋外においては高層ビル火災
を想定し、ヘリコプターや梯子車などの最新鋭の装備等を活用した救助部隊
による本番さながらの消防演技が披露されました。
企業団体展示においても、国内外の最新の消防防災機器やセキュリティ機
器の展示や実演が行われました。
今回、このような消防防災展が開催されたことは、消防関係者はもとより、
一般の方々においても、自主防災の重要性を再認識し、更なる防災意識の高
揚が図られたところです。
私自身、報道担当として防災展に参加し、様々な展示ブースを拝見しまし
たが、構成がすばらしく新鮮に感じるとともに、消防防災行政に携わる一員
として、危機管理の重要性を再認識しました。
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